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○栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則の制定

栃木県規則第22号 

栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田  富  一  

栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例の施行期日を定める規則  

栃木県環境影響評価条例の一部を改正する条例（令和７年栃木県条例第40号）の施行期日は、令和８年４月

１日とする。 

- 1 - 

 

○栃木県環境影響評価条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第23号                                          

 栃木県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

  令和８年３月31日                                        

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則                      

 栃木県環境影響評価条例施行規則（平成11年栃木県規則第30号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

目次 

 第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第52条―第55条） 

附則 

 

第54条 略 

 

 （環境影響評価に係る書類等の公開の期間） 

第55条 条例第39条の２の規則で定める期間は、同

条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定

める書類について同条の規定による同意を得た日

から起算して30年を経過する日までの期間とす

る。 

 

別表第１（第３条関係） 

事業の種類 

規 模 の 要 件 

普 通地域 配 慮地域 
特 別 配 慮

地 域 

１ 略 

２  条 例

別 表 第

２ 号 に

掲 げ る

事業 

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 河 川

管 理 施

設 等 構

造 令

（ 昭 和

51 年 政

令第199

号 ） 第

２ 条 第

２ 号 の

サ ー

チ ャ ー

ジ 水 位

（ サ ー

チ ャ ー

ジ 水 位

が な い

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

37.5 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

で あ る

ダ ム を

設 け る

も の に

限 あ あ

る。） 

 

 

 

 

 

 

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

25 ヘ ク

タ ー ル

以 上 で

あ る ダ

ム を 設

け る も

の に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

 第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第52条―第54条） 

附則 

 

第54条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

事業の種類 

規 模 の 要 件 

普 通地域 配 慮地域 
特 別 配慮

地 域 

１ 略 

２  条 例

別 表 第

２ 号 に

掲 げ る

事業 

ダ ム の

新築の事

業（河川

管理施設

等構造令

（昭和 51

年 政 令第

199号）第

２条第２

号のサー

チャージ

水 位

（ サ ー

チャージ

水位がな

いダムに

あ っ て

は、同条

第１号の

常時満水

ダ ム の

新築の事

業（水面

面 積 が

37.5 ヘ ク

タール以

上である

ダムを設

けるもの

に 限

る。） 

ダ ム の

新築 の事

業（ 水面

面積 が 25

ヘ ク ター

ル以 上で

ある ダム

を設 ける

もの に限

る。） 
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○栃木県環境影響評価条例施行規則の一部改正 

 

栃木県規則第23号                                          

 栃木県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。              

  令和８年３月31日                                        

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則                      

 栃木県環境影響評価条例施行規則（平成11年栃木県規則第30号）の一部を次のように改正する。  

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

改   正   後 改   正   前 

目次 

 第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第52条―第55条） 

附則 

 

第54条 略 

 

 （環境影響評価に係る書類等の公開の期間） 

第55条 条例第39条の２の規則で定める期間は、同

条各号に掲げる手続の区分に応じ、当該各号に定

める書類について同条の規定による同意を得た日

から起算して30年を経過する日までの期間とす

る。 

 

別表第１（第３条関係） 

事業の種類 

規 模 の 要 件 

普 通地域 配 慮地域 
特 別 配 慮

地 域 

１ 略 

２  条 例

別 表 第

２ 号 に

掲 げ る

事業 

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 河 川

管 理 施

設 等 構

造 令

（ 昭 和

51 年 政

令第199

号 ） 第

２ 条 第

２ 号 の

サ ー

チ ャ ー

ジ 水 位

（ サ ー

チ ャ ー

ジ 水 位

が な い

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

37.5 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

で あ る

ダ ム を

設 け る

も の に

限 あ あ

る。） 

 

 

 

 

 

 

(1)a ダ ム

の 新 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

25 ヘ ク

タ ー ル

以 上 で

あ る ダ

ム を 設

け る も

の に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

目次 

 第１章～第５章 略 

第６章 雑則（第52条―第54条） 

附則 

 

第54条 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第１（第３条関係） 

事業の種類 

規 模 の 要 件 

普 通地域 配 慮地域 
特 別 配慮

地 域 

１ 略 

２  条 例

別 表 第

２ 号 に

掲 げ る

事業 

ダ ム の

新築の事

業（河川

管理施設

等構造令

（昭和 51

年 政 令第

199号）第

２条第２

号のサー

チャージ

水 位

（ サ ー

チャージ

水位がな

いダムに

あ っ て

は、同条

第１号の

常時満水

ダ ム の

新築の事

業（水面

面 積 が

37.5 ヘ ク

タール以

上である

ダムを設

けるもの

に 限

る。） 

ダ ム の

新築 の事

業（ 水面

面積 が 25

ヘ ク ター

ル以 上で

ある ダム

を設 ける

もの に限

る。） 
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ダ ム に

あ っ て

は 、 同

条 第 １

号 の 常

時 満 水

位 ） に

お け る

貯 水 池

の 水 面

の 面 積

（ 以 下

「 水 面

面 積 」

と い

う 。 ）

が 50 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

で あ る

ダ ム を

設 け る

も の に

限 あ あ

る。） 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

50 ヘ ク

タ ー ル

以 上 増

加 す る

も の に

限 あ あ

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

37.5 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

増 加 す

る も の

に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

25 ヘ ク

タ ー ル

以 上 増

加 す る

も の に

限 あ あ

る。） 

３～18 略 

備考 略 

 

別表第２（第27条関係） 

対象事業の種類 行        為 

１ 略 

２ 別表第１の

２の項に該当

する対象事業 

(1)～(5)あ略 

(6)a土地改良法第５条第１

項、第48条第１項、第95条

第１項若しくは第95条の２

第１項の規定による認可の

申請、同法第87条第１項、

第87条の２第１項若しくは

位）にお

ける貯水

池の水面

の 面 積

（ 以 下

「水面面

積」とい

う。）が

50 ヘ ク

タール以

上である

ダムを設

けるもの

に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～18 略 

備考 略 

 

別表第２（第27条関係） 

対象事業の種類 行        為 

１ 略 

２ 別表第１の

２の項に該当

する対象事業 

(1)～(5)あ略 

(6)a土地改良法第５条第１

項、第48条第１項、第95条

第１項若しくは第95条の２

第１項の規定による認可の

申請、同法第87条第１項、

第87条の２第１項若しくは
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ダ ム に

あ っ て

は 、 同

条 第 １

号 の 常

時 満 水

位 ） に

お け る

貯 水 池

の 水 面

の 面 積

（ 以 下

「 水 面

面 積 」

と い

う 。 ）

が 50 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

で あ る

ダ ム を

設 け る

も の に

限 あ あ

る。） 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

50 ヘ ク

タ ー ル

以 上 増

加 す る

も の に

限 あ あ

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

37.5 ヘ

ク タ ー

ル 以 上

増 加 す

る も の

に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2)a ダ ム

の 改 築

の 事 業

（ 水 面

面 積 が

25 ヘ ク

タ ー ル

以 上 増

加 す る

も の に

限 あ あ

る。） 

３～18 略 

備考 略 

 

別表第２（第27条関係） 

対象事業の種類 行        為 

１ 略 

２ 別表第１の

２の項に該当

する対象事業 

(1)～(5)あ略 

(6)a土地改良法第５条第１

項、第48条第１項、第95条

第１項若しくは第95条の２

第１項の規定による認可の

申請、同法第87条第１項、

第87条の２第１項若しくは

位）にお

ける貯水

池の水面

の 面 積

（ 以 下

「水面面

積」とい

う。）が

50 ヘ ク

タール以

上である

ダムを設

けるもの

に 限

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３～18 略 

備考 略 

 

別表第２（第27条関係） 

対象事業の種類 行        為 

１ 略 

２ 別表第１の

２の項に該当

する対象事業 

(1)～(5)あ略 

(6)a土地改良法第５条第１

項、第48条第１項、第95条

第１項若しくは第95条の２

第１項の規定による認可の

申請、同法第87条第１項、

第87条の２第１項若しくは
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附 則                                            

この規則は、令和８年４月１日から施行する。                            

（環境森林政策課）  

 

 

第96条の２第１項の規定に

よる土地改良事業計画の決

定又は同法第88条第１項あ

あ若しくは第７項若しくは

第96条の３第１項の規定に

よる土地改良事業計画の変

更 

３～13 略 

14 別表第１の

14の項に該当

する対象事業 

土地改良法第５条第１項、

第48条第１項、第95条第１項

若しくは第95条の２第１項の

規定による認可の申請、同法

第87条第１項、第87条の２第

１項若しくは第96条の２第１

項の規定による土地改良事業

計画の決定又は同法第88条第

１項ああ若しくは第７項若し

くは第96条の３第１項の規定

による土地改良事業計画の変

更 

15～18 略 

備考 略 

第96条の２第１項の規定に

よる土地改良事業計画の決

定又は同法第87条の３第１

項若しくは第７項若しくは

第96条の３第１項の規定に

よる土地改良事業計画の変

更 

３～13 略 

14 別表第１の

14の項に該当

する対象事業 

土地改良法第５条第１項、

第48条第１項、第95条第１項

若しくは第95条の２第１項の

規定による認可の申請、同法

第87条第１項、第87条の２第

１項若しくは第96条の２第１

項の規定による土地改良事業

計画の決定又は同法第87条の

３第１項若しくは第７項若し

くは第96条の３第１項の規定

による土地改良事業計画の変

更 

15～18 略 

備考 略 
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○栃木県農業大学校規則の一部改正 
 
栃木県規則第24号                                         

 栃木県農業大学校規則の一部を改正する規則を次のように定める。  
  令和８年３月31日                                      
                              栃木県知事  福  田  富  一   
   栃木県農業大学校規則の一部を改正する規則          
 栃木県農業大学校規則（昭和59年栃木県規則第74号）の一部を次のように改正する。 

 別記様式第１号を次のように改める。  



（5）号外第22号栃 木 県 公 報令和８（2026）年３月31日　火曜日

別記様式第１号（第８条関係）  

 

入 学 願 書 

 年   月   日   

 栃木県農業大学校長 様  

（ふりがな）                           

                         □ 男 

氏  名                □ 女  

         生年月日     年  月  日生（   歳） 

 貴大学校に入学したいので、関係書類を添えてお願いします。 

入学希望学部 

学 科 専 攻 名 

□農業生産学部 □農業経営学部 

第１志望          学科         専攻 

第２志望         学科         専攻 

第３志望         学科         専攻 

いちご学科 

現 住 所 

〒    －       

                                  

TEL（携帯電話番号）    －    －     

連 絡 先 

（本人以外） 

〒    －       

住 所                               

（ふりがな）                      TEL     －    －             

氏 名             本人との関係 

                                  □父母 □その他（        ） 

最 終 学 歴 

区分 学 校 名 学科・課程等 卒業等年月 

□高等学校 

□大学･短大 

□大学院 

   
 

    年  月 
□卒業（修了）  

□卒業（修了）見込 
□全日制 □定時制 

□通信制 

備考 １ 各欄の該当事項を記入し、又は□にレ印を付すこと。 

２ ※印欄は、記入しないこと。 

 

写真貼付欄 

 

縦 ４cm 

横 ３cm 

 

※受験番号  
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附 則                                            
 この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経営技術課） 
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○栃木県財務規則の一部改正 
 
栃木県規則第25号                                         
栃木県財務規則の一部を改正する規則を次のように定める。               
令和８年３月31日                                     

                              栃木県知事  福  田  富  一 
栃木県財務規則の一部を改正する規則                       

栃木県財務規則（平成７年栃木県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

改   正   後 改   正   前 

（契約書等の省略） 

第142条a課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書等の作成を省略することができる。 

(1)a契約金額が200万円未満のとき。 

(2)～(4)あ略 

２あ略 

 

（公有財産、債権、重要物品及び基金の増減異動

報告） 

第171条a財産活用課長は、毎年度公有財産及び基金

の当該年度中の増減異動について、翌年度の６月

末日までに会計管理者に報告しなければならな

い。 

２・３ 略 

 

別表第３（第４条関係） 

 １ 略 

 ２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

財

政

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

 (1) 略 (1)・(2)

あ略 

(1)・(2) 略 

(3) 栃木県地

域振興基金

に係る寄附

の受入れの

決定 

県

民

協

働

推

進

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) 輝くとち

ぎの人づく

り推進基金

に係る寄附

の受入れの

決定 

     

（契約書等の省略） 

第142条a課長又は公所の長は、前条の規定にかかわ

らず、次の各号のいずれかに該当するときは、契

約書等の作成を省略することができる。 

(1)a契約金額が100万円未満のとき。 

(2)～(4)あ略 

２あ略 

 

（公有財産、債権、重要物品及び基金の増減異動

報告） 

第171条a管財課長ああは、毎年度公有財産及び基金

の当該年度中の増減異動について、翌年度の６月

末日までに会計管理者に報告しなければならな

い。 

２・３ 略 

 

別表第３（第４条関係） 

１ 略 

２ 特定決裁事項及び特定専決事項 

区

分 

知事決

裁事項 

副知事

専決事

項 

部長専決

事 項 

課長専決事項 

財

政

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

 (1) 略 (1)・(2)

あ略 

(1)・(2) 略 

(3) 栃木県地

域振興基金

に係る寄附

の受入れの

決定 

県

民

協

働

推

進

課 
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文 １ この規則に基づく次の事務 

化

振

興

課 

   (1) 栃木県日

光杉並木街

道保護基金

及び栃木県

文化振興基

金に係る寄

附の受入れ

の決定 

ス

ポ 

ー

ツ

振

興

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) いちご一

会とちぎ国

体・とちぎ

大 会 レ ガ

シー基金に

係る寄附の

受入れの決

定 

略 

保

健

福

祉

課 

    
１ 栃木県看護職員修学資金貸与条例（昭和

39年栃木県条例第19号）ああああああああ

に基づく次の事務 

   (1) 略 

２ 栃木県准看護師修学資金貸与条例（平成

29年栃木県条例第４号）に基づく次の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

医

療

政

策

課 

    
１ 略 

２ 栃木県准看護師修学資金貸与条例（平成

29年栃木県条例第４号）及び栃木県理学療

法士、作業療法士及び診療放射線技師修学

資金貸与条例（昭和47年栃木県条例第４

号）に基づく次の事務 

   (1) 略 

    

 

 

 

 

３ 略 

    

地

域

福

祉

    
１ 栃木県引揚者援護資金貸付条例（昭和45

年栃木県条例第31号）及び栃木県戦没者等

の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

（昭和45年栃木県条例第32号）に基づく次

の事務 

文 １ この規則に基づく次の事務 

化

振

興

課 

   (1) 栃木県日

光杉並木街

道保護基金

及び栃木県

文化振興基

金に係る寄

附の受入れ

の決定 

ス

ポ 

ー

ツ

振

興

課 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

略 

保

健

福

祉

課 

    
１ 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資

金貸与条例（平成５年栃木県条例第１号）

に基づく次の事務 

   (1) 略 

   与条例（平成

成29 

(1) 貸付金に

係る予算の執

行 

医

療

政

策

課 

    
１ 略 

２ 栃木県看護職員修学資金貸与条例（昭和

39年栃木県条例第19号）及び栃木県理学療

法士、作業療法士及び診療放射線技師修学

資金貸与条例（昭和47年栃木県条例第４

号）に基づく次の事務 

   (1) 略 

３ 栃木県准看護師修学資金貸与条例（平成

29年栃木県条例第４号）に基づく次の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

４ 略 

    

 

 

 

    
   あ 

あ 

あ 

あ 
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課

    (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

２ 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資

金貸与条例（平成５年栃木県条例第１号）

に基づく次の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

３ この規則に基づく次の事務 

   (1) 栃木県地

域福祉基金

に係る寄附

の受入れの

決定 

高

齢

対

策

課 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

１ 略 

    

感

染

症 

・ 

疾

病

対

策

課 

    
１ 略 

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第

114号）に基づく次の事務 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

 
    
    

 

 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

略 

環

境

森

林

部

    
１ 略 

 

 

 

 

   

 

 

 

   あ 

あ 

 

    

 

 

    

 

 

    

    

 

 

 

 

高

齢

対

策

課 

    
１ 栃木県引揚者援護資金貸付条例（昭和45

年栃木県条例第31号）及び栃木県戦没者等

の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

（昭和45年栃木県条例第32号）に基づく次

の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

２ 略 

    

健

康

増

進

課 

    
１ 略 

    

 

 

(1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

 

感

染

症

対

策

課 

    
１ 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第

114号）に基づく次の事務 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

略 

環

境

森

林

部

    
１ 略 
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課

    (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

２ 栃木県社会福祉士及び介護福祉士修学資

金貸与条例（平成５年栃木県条例第１号）

に基づく次の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

３ この規則に基づく次の事務 

   (1) 栃木県地

域福祉基金

に係る寄附

の受入れの

決定 

高

齢

対

策

課 

    
    

 

 

 

 

 

 

 

１ 略 

    

感

染

症 

・ 

疾

病

対

策

課 

    
１ 略 

２ 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第

114号）に基づく次の事務 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

 
    
    

 

 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

略 

環

境

森

林

部

    
１ 略 

 

 

 

 

   

 

 

 

   あ 

あ 

 

    

 

 

    

 

 

    

    

 

 

 

 

高

齢

対

策

課 

    
１ 栃木県引揚者援護資金貸付条例（昭和45

年栃木県条例第31号）及び栃木県戦没者等

の妻及び戦没者の父母等援護資金貸付条例

（昭和45年栃木県条例第32号）に基づく次

の事務 

   (1) 貸付金に

係る予算の

執行 

２ 略 

    

健

康

増

進

課 

    
１ 略 

    

 

 

(1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

 

感

染

症

対

策

課 

    
１ 感染症の予防及び感染症の患者に対す

る医療に関する法律（平成10年法律第

114号）に基づく次の事務 

   (1) 措置に伴

う委託料に

係る予算の

執行 

略 

環

境

森

林

部

    
１ 略 
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  附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
                                     （会計局会計管理課）                                

各

課

共

通 

 

 

 

 

 

環

境

森

林

政

策

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) とちぎの

元気な森づ

くり基金に

係る寄附の

受入れの決

定 

経

営

支

援

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) 栃木県ス

タートアッ

プ企業応援

基金に係る

寄附の受入

れの決定 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

 

 

 

 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ２ 略 

 
    

 ３～５ 略 

各

課

共

通 

環

境

森

林

政

策

課 

経

営

支

援

課 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

２ 栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県

条例第46号）及び栃木県収入証紙条例施

行規則（平成16年栃木県規則第32号）に

基づく次の事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ３ 略 

 
    

 ３～５ 略 
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  附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
                                     （会計局会計管理課）                                

各

課

共

通 

 

 

 

 

 

環

境

森

林

政

策

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) とちぎの

元気な森づ

くり基金に

係る寄附の

受入れの決

定 

経

営

支

援

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) 栃木県ス

タートアッ

プ企業応援

基金に係る

寄附の受入

れの決定 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

 

 

 

 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ２ 略 

 
    

 ３～５ 略 

各

課

共

通 

環

境

森

林

政

策

課 

経

営

支

援

課 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

２ 栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県

条例第46号）及び栃木県収入証紙条例施

行規則（平成16年栃木県規則第32号）に

基づく次の事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ３ 略 

 
    

 ３～５ 略 
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○栃木県飼料検定条例施行規則の廃止 
 
栃木県規則第26号                                         
栃木県飼料検定条例施行規則を廃止する規則を次のように定める。                          
令和８年３月31日                                        

                               栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県飼料検定条例施行規則を廃止する規則    

栃木県飼料検定条例施行規則（昭和53年栃木県規則第62号）は、廃止する。 

附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。                            

（畜産振興課）  
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  附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。 
                                     （会計局会計管理課）                                

各

課

共

通 

 

 

 

 

 

環

境

森

林

政

策

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) とちぎの

元気な森づ

くり基金に

係る寄附の

受入れの決

定 

経

営

支

援

課 

    
１ この規則に基づく次の事務 

   (1) 栃木県ス

タートアッ

プ企業応援

基金に係る

寄附の受入

れの決定 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

(1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

 

 

 

 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ２ 略 

 
    

 ３～５ 略 

各

課

共

通 

環

境

森

林

政

策

課 

経

営

支

援

課 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

    
    

 

 

 

 

 

 

略 

会

計

局

会

計

管

理

課 

    
１ 略 

２ 栃木県収入証紙条例（昭和25年栃木県

条例第46号）及び栃木県収入証紙条例施

行規則（平成16年栃木県規則第32号）に

基づく次の事務 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 収入

証紙売

りさば

き機関

の決定 

(2) 収入

証紙売

りさば

きの指

定 

(3) 収入

証紙売

りさば

きの指

定の解

除 

(1) 指定人の

氏名等の変

更届出の受

理 

(2) 指定人の

売りさばき

の廃止届出

の受理 

 

 

 

 

 

 

 

    ３ 略 

 
    

 ３～５ 略 
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○栃木県飼料検定条例施行規則の廃止 
 
栃木県規則第26号                                         
栃木県飼料検定条例施行規則を廃止する規則を次のように定める。                          
令和８年３月31日                                        

                               栃木県知事  福  田  富  一   
栃木県飼料検定条例施行規則を廃止する規則    

栃木県飼料検定条例施行規則（昭和53年栃木県規則第62号）は、廃止する。 

附 則                                            
この規則は、令和８年４月１日から施行する。                            

（畜産振興課）  
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○栃木県収入証紙条例施行規則の廃止等 

 

栃木県規則第27号 

 栃木県収入証紙条例施行規則を廃止する等の規則を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県収入証紙条例施行規則を廃止する等の規則 

 （栃木県収入証紙条例施行規則の廃止） 

第１条 栃木県収入証紙条例施行規則（平成16年栃木県規則第32号）は、廃止する。 

（栃木県漁船法施行細則の一部改正） 

第２条 栃木県漁船法施行細則（昭和27年栃木県規則第33号）の一部を次のように改正する。 

                                 「 

 

                                             

（と畜場法施行細則の一部改正） 

第３条 と畜場法施行細則（昭和29年栃木県規則第21号）の一部を次のように改正する。       

          「 

 別記様式第１号中        及び「、手数料（  円）を添えて」を削る。 

 」 

         「 

                 」 

                   」 

 （保健師助産師看護師法施行細則の一部改正） 

第４条 保健師助産師看護師法施行細則（昭和30年栃木県規則第16号）の一部を次のように改正する。       

  別記様式第１号、別記様式第２号、別記様式第４号及び別記様式第７号から別記様式第９号までの規定中 

「 

 

 

 

 

                                 

                                                

 

                 

 

                」 

（栃木県養蜂振興法施行細則の一部改正） 

第５条 栃木県養蜂振興法施行細則（昭和31年栃木県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号中 

 「 

 

 

 

                                           を削る。 

 

 

 

                                           」  

（死体解剖保存法施行細則の一部改正） 

第６条 死体解剖保存法施行細則（昭和31年栃木県規則第17号）の一部を次のように改正する。    

収入証紙 

ちよう付 

別記様式第11号中           を削る。 
収 入 証 紙 

貼 よ う 付 

収 入 証 紙 

（消印しないこと） 

 

別記第１号様式及び別記第３号様式から別記第５号様式までの規定中            を削る。 

                                          」  

収 入 証 紙 欄 

 

を削る。 

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 
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○栃木県収入証紙条例施行規則の廃止等 

 

栃木県規則第27号 

 栃木県収入証紙条例施行規則を廃止する等の規則を次のように定める。 

  令和８年３月31日 

                              栃木県知事  福  田  富  一   

   栃木県収入証紙条例施行規則を廃止する等の規則 

 （栃木県収入証紙条例施行規則の廃止） 

第１条 栃木県収入証紙条例施行規則（平成16年栃木県規則第32号）は、廃止する。 

（栃木県漁船法施行細則の一部改正） 

第２条 栃木県漁船法施行細則（昭和27年栃木県規則第33号）の一部を次のように改正する。 

                                 「 

 

                                             

（と畜場法施行細則の一部改正） 

第３条 と畜場法施行細則（昭和29年栃木県規則第21号）の一部を次のように改正する。       

          「 

 別記様式第１号中        及び「、手数料（  円）を添えて」を削る。 

 」 

         「 

                 」 

                   」 

 （保健師助産師看護師法施行細則の一部改正） 

第４条 保健師助産師看護師法施行細則（昭和30年栃木県規則第16号）の一部を次のように改正する。       

  別記様式第１号、別記様式第２号、別記様式第４号及び別記様式第７号から別記様式第９号までの規定中 

「 

 

 

 

 

                                 

                                                

 

                 

 

                」 

（栃木県養蜂振興法施行細則の一部改正） 

第５条 栃木県養蜂振興法施行細則（昭和31年栃木県規則第12号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第２号中 

 「 

 

 

 

                                           を削る。 

 

 

 

                                           」  

（死体解剖保存法施行細則の一部改正） 

第６条 死体解剖保存法施行細則（昭和31年栃木県規則第17号）の一部を次のように改正する。    

収入証紙 

ちよう付 

別記様式第11号中           を削る。 
収 入 証 紙 

貼 よ う 付 

収 入 証 紙 

（消印しないこと） 

 

別記第１号様式及び別記第３号様式から別記第５号様式までの規定中            を削る。 

                                          」  

収 入 証 紙 欄 

 

を削る。 

栃木県収入証紙貼付欄（消印はしないこと。） 
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別記様式第２号中       及び   を削る。 

 

                   「 

 

 

 

 

            

            

                  

                 

   

  

 

 

 

                       

（栃木県木材業者登録条例施行規則の一部改正） 

第７条 栃木県木材業者登録条例施行規則（昭和33年栃木県規則第16号）の一部を次のように改正する。 

        「 

 

 

                   」 

 （奥書証明手数料に関する規則の一部改正） 

第８条 奥書証明手数料に関する規則（昭和35年栃木県規則第92号）の一部を次のように改正する。 

     「 

別記様式中         を削り、同様式備考を次のように改める。 

」 

  備考 官公署等に提出する書類等として特に様式を規定されているものについては、この様式によらない

ことができる。 

（都市計画法施行細則の一部改正） 

第９条 都市計画法施行細則（昭和45年栃木県規則第62号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第14号の２中 

「            

 

 

 

                                               を 

                                              

                             

 

                 」 

 「 

 

 

                                                

                                                

 

 

                                            」

める。 

二 

収
入
証
紙
を
ち
よ
う
付
し
、
消
印
し
な
い
こ
と
。 

証  収 

紙 入 

 
」 

「 

」 

栃木県収入証紙 

ち よ う 付 欄 

 

別記様式第４号中            を削る。 

 

収 入 証 紙 

貼 付 欄 

あ都市計画法第35条の２第１項の規定により、開発行為の変更の許可 

を申請します。 

    年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

 

あああああああああああああ申請者住所 

ああああああああああああああああ氏名 

※手数料欄あああ 

 

あ都市計画法第35条の２第１項の規定により、開発行為の変更の許可を申請します。 

    年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

あああああああああああああああああああああああああああ氏名 

 

に改 
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  別記様式第19号中 

 「 

 

 

 

                                                 

                                                

 

 

 

                                              」 

 「 

 

 

 

                                              に改 

 

 

 

                                              」 

 める。 

  別記様式第20号中 

「  

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

                                             」 

「 

 

 

 

                                              に改 

 

 

 

                                            」 

 める。 

  別記様式第22号中 

  

あああ都市計画法第41条第２項ただし書の規定により、用途地域あ 

あああの定められていない土地の区域内における建築物の建築にあ 

あああついての制限の特例許可を申請します。あ 

あああああああああああああああああああ年あああ月あああ日 

あああ栃木県知事ああああ様 

あああああああああああああああ申請者住所 

ああああああああああああああああああ氏名 

※あ手数料欄 

 

を 

あ都市計画法第41条第２項ただし書の規定により、用途地域の定められていない土地の区域内 

における建築物の建築についての制限の特例許可を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

あああああああああああああああああああああああああああ氏名１２３４５６７８９０１２３ 

 

あああ都市計画法第42条第１項ただし書の規定により、予定建築あ 

あああ物等以外の建築物の新築（改築、用途の変更）又は特定工 

あああ作物の新設の許可を申請します。 

あああああああああああああああああああ年あああ月あああ日 

あああ栃木県知事ああああ様 

あああああああああああああああ申請者住所 

ああああああああああああああああああ氏名 

※あ手数料欄 

 

を 

あ都市計画法第42条第１項ただし書の規定により、予定建築物等以外の建築物の新築（改築、 

用途の変更）又は特定工作物の新設の許可を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

あああああああああああああああああああああああああああ氏名１２３４５６７８９０１２３ 
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  別記様式第19号中 

 「 

 

 

 

                                                 

                                                

 

 

 

                                              」 

 「 

 

 

 

                                              に改 

 

 

 

                                              」 

 める。 

  別記様式第20号中 

「  

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

                                             」 

「 

 

 

 

                                              に改 

 

 

 

                                            」 

 める。 

  別記様式第22号中 

  

あああ都市計画法第41条第２項ただし書の規定により、用途地域あ 

あああの定められていない土地の区域内における建築物の建築にあ 

あああついての制限の特例許可を申請します。あ 

あああああああああああああああああああ年あああ月あああ日 

あああ栃木県知事ああああ様 

あああああああああああああああ申請者住所 

ああああああああああああああああああ氏名 

※あ手数料欄 

 

を 

あ都市計画法第41条第２項ただし書の規定により、用途地域の定められていない土地の区域内 

における建築物の建築についての制限の特例許可を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

あああああああああああああああああああああああああああ氏名１２３４５６７８９０１２３ 

 

あああ都市計画法第42条第１項ただし書の規定により、予定建築あ 

あああ物等以外の建築物の新築（改築、用途の変更）又は特定工 

あああ作物の新設の許可を申請します。 

あああああああああああああああああああ年あああ月あああ日 

あああ栃木県知事ああああ様 

あああああああああああああああ申請者住所 

ああああああああああああああああああ氏名 

※あ手数料欄 

 

を 

あ都市計画法第42条第１項ただし書の規定により、予定建築物等以外の建築物の新築（改築、 

用途の変更）又は特定工作物の新設の許可を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

あああああああああああああああああああああああああああ氏名１２３４５６７８９０１２３ 
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 「 

 

 

 

 

 

                                               を 

 

 

 

 

 

                                              」 

 「 

 

 

                                                

                                                

 

                                                

                                              」 

 める。 

（栃木県開発登録簿閲覧規則の一部改正） 

第10条 栃木県開発登録簿閲覧規則（昭和45年栃木県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第２号中「            

 

 

  別記様式第２号中                    を削る。 

 

 

 」 

（林業種苗法施行細則の一部改正） 

第11条 林業種苗法施行細則（昭和45年栃木県規則第88号）の一部を次のように改正する。 

        「 

 

 

                 」 

別記様式第５号中 

 「 

                                       

                                              

                                            」 

  別記様式第６号中 

 

 

 

                                             を削る。 

 

 

  

あ都市計画法第45条の規定により開発許可を受けた地位の承継の承認あ 

を申請します。 

 

あああああああああああああああああああ年ああああ月ああああ日あ 

 

あ栃木県知事ああああああああ様 

 

あああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８０ 

ああああああああああああああああああああ氏名 

※ 手数料欄 

 

 

あ都市計画法第45条の規定により、開発許可を受けた地位の承継の承認を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日あ 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

ああああああああああああああああああああああああああ１氏名１２３４５６７８９０１２３ 

 

に改 

ｱ※ 手数料欄 

ｱあ栃木県収入証紙をちよう付し、ｱ 

ｱあ消印はしないでください。 

あ 

ｱあいうえおかきくけこさしすせそｱ 

 

栃木県収入証紙 

ち よ う 付 欄 

 

※栃木県収入証紙ちよう付欄                             

 

 

を削る。 

別記様式第１号中          を削る。 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 

 

 

ち よ う 付 欄 

 

 

 

「 

」 
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 「 

 

 

 

 

 

                                               を 

 

 

 

 

 

                                              」 

 「 

 

 

                                                

                                                

 

                                                

                                              」 

 める。 

（栃木県開発登録簿閲覧規則の一部改正） 

第10条 栃木県開発登録簿閲覧規則（昭和45年栃木県規則第67号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第２号中「            

 

 

  別記様式第２号中                    を削る。 

 

 

 」 

（林業種苗法施行細則の一部改正） 

第11条 林業種苗法施行細則（昭和45年栃木県規則第88号）の一部を次のように改正する。 

        「 

 

 

                 」 

別記様式第５号中 

 「 

                                       

                                              

                                            」 

  別記様式第６号中 

 

 

 

                                             を削る。 

 

 

  

あ都市計画法第45条の規定により開発許可を受けた地位の承継の承認あ 

を申請します。 

 

あああああああああああああああああああ年ああああ月ああああ日あ 

 

あ栃木県知事ああああああああ様 

 

あああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８０ 

ああああああああああああああああああああ氏名 

※ 手数料欄 

 

 

あ都市計画法第45条の規定により、開発許可を受けた地位の承継の承認を申請します。 

ああああ年ああ月ああ日あ 

あ栃木県知事ああああ様 

ああああああああああああああああああああああああ申請者住所１２３４５６７８９０１２３ 

ああああああああああああああああああああああああああ１氏名１２３４５６７８９０１２３ 

 

に改 

ｱ※ 手数料欄 

ｱあ栃木県収入証紙をちよう付し、ｱ 

ｱあ消印はしないでください。 

あ 

ｱあいうえおかきくけこさしすせそｱ 

 

栃木県収入証紙 

ち よ う 付 欄 

 

※栃木県収入証紙ちよう付欄                             

 

 

を削る。 

別記様式第１号中          を削る。 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 

 

 

ち よ う 付 欄 

 

 

 

「 

」 
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  別記様式第７号中 

 「 

 

                                             を削る。  

 

                                        」 

（栃木県立産業技術専門校規則の一部改正） 
第12条 栃木県立産業技術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）の一部を次のように改正する。 

                          「 

 

 

                                    」 

（栃木県立衛生福祉大学校規則の一部改正）  

第13条 栃木県立衛生福祉大学校規則（昭和59年栃木県規則第15号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号中 

「 

 

                                               を 

 

                                              」 

「 

 

                                               に 

                                                

                                               」 

改める。 

 （栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正） 

第14条 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年栃木県規則第68号）の一部を次の

ように改正する。 

別記様式第１号中 

「 

                                              

                                              

      」 

  別記様式第８号中 

 「 

 

 

                                             を削る。   

 

 

                                            」 

（温泉法施行細則の一部改正） 

第15条 温泉法施行細則（昭和62年栃木県規則第72号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１号から別記様式第３号まで、別記様式第３号の３から別記様式第３号の５まで、別記様式第

12号の２から別記様式第12号の５まで、別記様式第12号の７、別記様式第13号から別記様式第14号の３まで

及び別記様式第20号の２中 

  

※栃木県収入証紙、ちよう付欄 

 

 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 

ちよう付欄（消印

は、しないこと。） 

 

別記様式第１号（その１）及び（その３）（表面）中                     を削る。 

栃木県収入証紙

ちょう付欄（消印

は、しないこと。） 

 

受 

 

付 

※ 第    号 

※   年 月 日 

  

入 学 試 験 料 納 付 日 年    月    日 

受 

 

付 

※ 第    号 

※   年 月 日 

 

収 入 証 紙 等 

貼  付  欄 

                                 

 

 

 

 

収 入 証 紙 等 貼 付 欄 

 

 

                            

 

を削る。 
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  別記様式第７号中 

 「 

 

                                             を削る。  

 

                                        」 

（栃木県立産業技術専門校規則の一部改正）  
第12条 栃木県立産業技術専門校規則（昭和47年栃木県規則第36号）の一部を次のように改正する。 

                          「 

 

 

                                    」 

（栃木県立衛生福祉大学校規則の一部改正）  

第13条 栃木県立衛生福祉大学校規則（昭和59年栃木県規則第15号）の一部を次のように改正する。 

  別記様式第１号中 

「 

 

                                               を 

 

                                              」 

「 

 

                                               に 

                                                

                                               」 

改める。 

 （栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則の一部改正） 

第14条 栃木県浄化槽保守点検業者の登録に関する条例施行規則（昭和60年栃木県規則第68号）の一部を次の

ように改正する。 

別記様式第１号中 

「 

                                              

                                              

      」 

  別記様式第８号中 

 「 

 

 

                                             を削る。   

 

 

                                            」 

（温泉法施行細則の一部改正） 

第15条 温泉法施行細則（昭和62年栃木県規則第72号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第１号から別記様式第３号まで、別記様式第３号の３から別記様式第３号の５まで、別記様式第

12号の２から別記様式第12号の５まで、別記様式第12号の７、別記様式第13号から別記様式第14号の３まで

及び別記様式第20号の２中 

  

※栃木県収入証紙、ちよう付欄 

 

 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 

ちよう付欄（消印

は、しないこと。） 

 

別記様式第１号（その１）及び（その３）（表面）中                     を削る。 

栃木県収入証紙

ちょう付欄（消印

は、しないこと。） 

 

受 

 

付 

※ 第    号 

※   年 月 日 

  

入 学 試 験 料 納 付 日 年    月    日 

受 

 

付 

※ 第    号 

※   年 月 日 

 

収 入 証 紙 等 

貼  付  欄 

                                 

 

 

 

 

収 入 証 紙 等 貼 付 欄 

 

 

                            

 

を削る。 
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「 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

                                              」 

削る。 

（栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則の一部改正） 

第16条 栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則（昭和63年栃木県規則第29号）の一部を次のように改

正する。 

  別記様式第１号中 

「            

 

 

 

 

 

 

 

                                              を 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

 

 

 

 

 

 

                」 

 

  

手 数 料 

 

 

 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付 

 

 

 

 

 

 

を 

 

ああああああ優 良 宅 地 認 定 申 請 書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第５号イ 

い 租税いいいい法い第31条の２第２項第14号ハ 

い 租税い租税特法置第62条の３第４項第14号ハ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

いづき、優良な宅地（同法第31条の２第２項第14号ハ又は第い 

い62条の３第４項第14号ハに規定する宅地の造成にあつてはい 

い住宅建設の用に供する優良な宅地）の供給に寄与する造成い 

いであることの認定を申請します。 

   いい 年ああ月ああ日 

あい栃木県知事ああああいいい様 

いいいいい認定申請者あ住所 

あああああああああああ氏名 

 

※手数料欄 

あいうえおかきくけこさし 

 

租税特別措置法いいいいいいいいいいいいいの規定に基 
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「 

 

 

 

 

  

                                                

 

 

 

 

                                              」 

削る。 

（栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則の一部改正） 

第16条 栃木県優良宅地及び優良住宅認定事務取扱規則（昭和63年栃木県規則第29号）の一部を次のように改

正する。 

  別記様式第１号中 

「            

 

 

 

 

 

 

 

                                              を 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

 

 

 

 

 

 

                」 

 

  

手 数 料 

 

 

 

 

栃 木 県 収 入 証 紙 貼 付 

 

 

 

 

 

 

を 

 

ああああああ優 良 宅 地 認 定 申 請 書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第５号イ 

い 租税いいいい法い第31条の２第２項第14号ハ 

い 租税い租税特法置第62条の３第４項第14号ハ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

いづき、優良な宅地（同法第31条の２第２項第14号ハ又は第い 

い62条の３第４項第14号ハに規定する宅地の造成にあつてはい 

い住宅建設の用に供する優良な宅地）の供給に寄与する造成い 

いであることの認定を申請します。 

   いい 年ああ月ああ日 

あい栃木県知事ああああいいい様 

いいいいい認定申請者あ住所 

あああああああああああ氏名 

 

※手数料欄 

あいうえおかきくけこさし 

 

租税特別措置法いいいいいいいいいいいいいの規定に基 
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 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              に改め 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

                                             」 

る。 

  別記様式第７号中 

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             」 

 

  

を 

 

優 良 宅 地 認 定 申 請 書 

 

 

いい租税特別措置法い第28条の４第３項第５号イの規定に基い 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

 

いづき、優良な宅地の供給に寄与する造成であることの認定い 

 

いを申請します。 

 

   い 年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああああい様 

 

いいいいい認定申請者あ住所 

 

あああああああああああ氏名 

 

※手数料欄 

あいうえおかきくけこさし 

 

 

優い良い宅い地い認い定い申い請い書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第５号イ 

いいいいいいいい法い第31条の２第２項第14号ハ 

いいいいいいいい法い第62条の３第４項第14号ハ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

いの２第２項第14号ハ又は第62条の３第４項第14号ハに規定する宅地の造成にあっては住宅い 

い建設の用に供する優良な宅地）の供給に寄与する造成であることの認定を申請します。 

 

   いい 年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事あああああいい様 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいい認定申請者あ住所                

 

ああああああいいいいいいいいいいいいいいあああああ氏名 

 

 

租税特別措置法 の規定に基づき、優良な宅地（同法第31条 
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 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              に改め 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

                                             」 

る。 

  別記様式第７号中 

 「 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             」 

 

  

を 

 

優 良 宅 地 認 定 申 請 書 

 

 

いい租税特別措置法い第28条の４第３項第５号イの規定に基い 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

 

いづき、優良な宅地の供給に寄与する造成であることの認定い 

 

いを申請します。 

 

   い 年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああああい様 

 

いいいいい認定申請者あ住所 

 

あああああああああああ氏名 

 

※手数料欄 

あいうえおかきくけこさし 

 

 

優い良い宅い地い認い定い申い請い書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第５号イ 

いいいいいいいい法い第31条の２第２項第14号ハ 

いいいいいいいい法い第62条の３第４項第14号ハ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第５号イ 

いの２第２項第14号ハ又は第62条の３第４項第14号ハに規定する宅地の造成にあっては住宅い 

い建設の用に供する優良な宅地）の供給に寄与する造成であることの認定を申請します。 

 

   いい 年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事あああああいい様 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいい認定申請者あ住所                

 

ああああああいいいいいいいいいいいいいいあああああ氏名 

 

 

租税特別措置法 の規定に基づき、優良な宅地（同法第31条 

- 8 - 

 

 「 

 

 

 

 

 

 

                                               

                                               

 

 

 

 

 

 

                                             」 

 る。 

  別記様式第９号中 

「  

 

 

 

                                               

                                               

 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

 

 

 

 

 

 

 

                                            」 

 

  

を 

 

優 良 住 宅 認 定 申 請 書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第６号 

いい租税特別措置法い第31条の２第２項第15号ニ 

いい租税いいいいいい第62条の３第４項第15号ニ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第６号 

いづき、優良な住宅の供給に寄与する旨の認定を申請します。 

 

   い 年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああああ様 

 

いいいいい認定申請者あ住所 

 

あああああああああああ氏名 

 

※手数料欄 

あいうえおかきくけこさし 

 

 

優い良い宅い地い認い定い申い請い書 

 

いい租税特別措置法い第28条の４第３項第５号イの規定に基づき、優良な宅地の供給に寄与い 

いいいいいいいい法い第63条第３項第５号イ 

いする造成であることの認定を申請します。 

 

   い  年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああ ああいい様 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいい認定申請者あ住所                

 

ああああああいいいいいいいいいいいいいいあああああ氏名 

 

 

に改め 

租税特別措置法い            の規定に基づき、優良な宅地の供給に寄与 

租税特別措置法             の規定に基 
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「 

 

 

 

 

 

 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

 

 

 

 

 

 

 

                                           」 

 る。 

（計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則の一部改正）  
第17条 計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則（平成６年栃木県規則第30号）の一 

部を次のように改正する。 

       「 

  別記様式中            を削る。 

                                    」 

（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第18条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（平成16年栃木県規則

第61号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第４号、別記様式第５号、別記様式第６号の２から別記様式第６号の４まで及び別記様式第７号

から別記様式第９号までの規定中 

「 

                                                

                                             」  

                                               」 

削る。 

（栃木県県税条例施行規則の一部改正） 

第19条 栃木県県税条例施行規則（平成17年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第33号中「証紙ちょう付欄」を削る。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和７年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。）附則

第４項の規則で定める金額は、廃止条例第１条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第８条の規定によ

り買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年４月１日以降に発行された栃木県

収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の３に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同

日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の３に相当する金額に100分の

105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。 

３ この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に

残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

 

優い良い住い宅い認い定い申い請い書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第６号 

いい租税特別措置法い第31条の２第２項第15号ニの規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与い 

いいいいいいいいいい第62条の３第４項第15号ニ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第６号 

いする旨の認定を申請します。 

 

   い  年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああああいい 様 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいい認定申請者あ住所                

 

あああいいいいいいいいいいいいいいああああああああ氏名 

 

 

に改め 

租税特別措置法             の規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与 

栃木県収入証紙 

ち ょ う 付 欄 

 

 

栃木県収入証紙貼付欄 を 
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「 

 

 

 

 

 

 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいいい 

 

 

 

 

 

 

 

                                           」 

 る。 

（計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則の一部改正）  
第17条 計量法第19条の規定による定期検査の申請書の様式に関する規則（平成６年栃木県規則第30号）の一 

部を次のように改正する。 

       「 

  別記様式中            を削る。 

                                    」 

（医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則の一部改正） 

第18条 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則（平成16年栃木県規則

第61号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第４号、別記様式第５号、別記様式第６号の２から別記様式第６号の４まで及び別記様式第７号

から別記様式第９号までの規定中 

「 

                                                

                                             」  

                                               」 

削る。 

（栃木県県税条例施行規則の一部改正） 

第19条 栃木県県税条例施行規則（平成17年栃木県規則第13号）の一部を次のように改正する。 

別記様式第33号中「証紙ちょう付欄」を削る。  

附 則 

 （施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 栃木県収入証紙条例を廃止する等の条例（令和７年栃木県条例第22号。以下「廃止条例」という。）附則

第４項の規則で定める金額は、廃止条例第１条の規定による廃止前の栃木県収入証紙条例第８条の規定によ

り買い受けた栃木県収入証紙の証紙面金額に相当する金額から、平成23年４月１日以降に発行された栃木県

収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の３に相当する金額に100分の110を乗じて得た額を、同

日前に発行された栃木県収入証紙にあっては当該証紙の証紙面金額の100分の３に相当する金額に100分の

105を乗じて得た額を、それぞれ控除した金額とする。 

３ この規則の施行前に改正前のそれぞれの規則の規定により調製された諸用紙は、この規則の施行の際現に

残存するものに限り、当分の間、所要の補正をして使用することができる。 

 

優い良い住い宅い認い定い申い請い書 

 

いいいいいいいいいい第28条の４第３項第６号 

いい租税特別措置法い第31条の２第２項第15号ニの規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与い 

いいいいいいいいいい第62条の３第４項第15号ニ 

いいいいいいいいいい第63条第３項第６号 

いする旨の認定を申請します。 

 

   い  年ああ月ああ日 

 

あい栃木県知事ああああいい 様 

 

いいいいいいいいいいいいいいいいいいい認定申請者あ住所                

 

あああいいいいいいいいいいいいいいああああああああ氏名 

 

 

に改め 

租税特別措置法             の規定に基づき、優良な住宅の供給に寄与 

栃木県収入証紙 

ち ょ う 付 欄 

 

 

栃木県収入証紙貼付欄 を 
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 （委任） 

４ 前２項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。 

（会計局会計管理課）  
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○栃木県企業局企業職員給与規程の一部改正

栃木県公営企業管理規程第１号 

栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。  

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田 富  一  

栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程 

栃木県企業局企業職員給与規程（昭和31年栃木県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

 附 則 

この管理規程は、令和８年４月１日から施行する。 

改 正 後 改 正 前 

（栃木県職員に準ずる給与） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１

項の規定により採用されたもの及び地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第５条の規定により採用された

ものに支給する給与のうち、給料、初任給調整手

当（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整

手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当（条

例第８条の３に規定する手当を含む。）、超過勤

務手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手

当及び退職手当の支給については、当分の間、職

員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１

号）の行政職給料表及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

の給料表並びに地方公務員法第57条に規定する単

純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和27年栃木県条

例第56号）が適用される職員の例による。 

２・３ 略 

（栃木県職員に準ずる給与） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１

項の規定により採用されたもの及び地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第５条の規定により採用された

ものに支給する給与のうち、給料、初任給調整手

当あああああああああああああああああああああ

あああああああ、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当（条

例第８条の３に規定する手当を含む。）、超過勤

務手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手

当及び退職手当の支給については、当分の間、職

員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１

号）の行政職給料表及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

の給料表並びに地方公務員法第57条に規定する単

純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和27年栃木県条

例第56号）が適用される職員の例による。 

２・３ 略 

企 業 局
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○栃木県企業局企業職員給与規程の一部改正

栃木県公営企業管理規程第１号 

栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。  

令和８年３月31日 

栃木県知事  福  田 富  一  

栃木県企業局企業職員給与規程の一部を改正する管理規程 

栃木県企業局企業職員給与規程（昭和31年栃木県電気事業管理規程第４号）の一部を次のように改正する。 

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。  

 附 則 

この管理規程は、令和８年４月１日から施行する。 

改 正 後 改 正 前 

（栃木県職員に準ずる給与） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１

項の規定により採用されたもの及び地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第５条の規定により採用された

ものに支給する給与のうち、給料、初任給調整手

当（第一種初任給調整手当及び第二種初任給調整

手当をいう。）、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当（条

例第８条の３に規定する手当を含む。）、超過勤

務手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手

当及び退職手当の支給については、当分の間、職

員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１

号）の行政職給料表及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

の給料表並びに地方公務員法第57条に規定する単

純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和27年栃木県条

例第56号）が適用される職員の例による。 

２・３ 略 

（栃木県職員に準ずる給与） 

第２条 企業職員で常時勤務を要するもの、地方公

務員法（昭和25年法律第261号）第22条の４第１

項の規定により採用されたもの及び地方公共団体

の一般職の任期付職員の採用に関する法律（平成

14年法律第48号）第５条の規定により採用された

ものに支給する給与のうち、給料、初任給調整手

当あああああああああああああああああああああ

あああああああ、扶養手当、地域手当、住居手

当、通勤手当、単身赴任手当、特地勤務手当（条

例第８条の３に規定する手当を含む。）、超過勤

務手当、休日給、寒冷地手当、期末手当、勤勉手

当及び退職手当の支給については、当分の間、職

員の給与に関する条例（昭和27年栃木県条例第１

号）の行政職給料表及び一般職の任期付職員の採

用等に関する条例（平成16年栃木県条例第３号。

以下「任期付職員条例」という。）第７条第１項

の給料表並びに地方公務員法第57条に規定する単

純な労務に雇用される一般職に属する職員の給与

の種類及び基準に関する条例（昭和27年栃木県条

例第56号）が適用される職員の例による。 

２・３ 略 
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○栃木県公営企業財務規程の一部改正 

 

栃木県公営企業管理規程第２号                                   

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程を次のように定める。                

令和８年３月31日                                        

                              栃木県知事  福  田  富  一   

栃木県公営企業財務規程の一部を改正する管理規程                        

 栃木県公営企業財務規程（昭和31年栃木県電気事業管理規程第６号）の一部を次のように改正する。    

 次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。     

   附 則                                            

この管理規程は、令和８年４月１日から施行する。 

                                        （経営企画課）  

  

 

改   正   後 改   正   前 

（契約書等の作成の省略） 

第129条 課所長は、第127条の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書等

の作成を省略することができる。この場合におい

て見積書又は相手方の請書その他必要な書類を徴

しなければならない。 

 (1) 契約金額が200万円未満のとき。 

 (2)～(5) 略 

（契約書等の作成の省略） 

第129条 課所長は、第127条の規定にかかわらず、

次の各号のいずれかに該当する場合は、契約書等

の作成を省略することができる。この場合におい

て見積書又は相手方の請書その他必要な書類を徴

しなければならない。 

 (1) 契約金額が100万円未満のとき。 

 (2)～(5) 略 


